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提案理由  

国に対し、公団住宅の居住者が公団住宅に安心して住み続けられるようにす

るため、必要な措置を講じることを求める。  

これが、本案を提出する理由である。  



公団住宅に安心して住み続けられるよう求める意見書  

 

 現在、八千代市内には６団地９千５百戸余りの公団住宅がある。公団住宅で

暮らす居住者の状況は、昨年９月に全国公団住宅自治会協議会が実施した「第

１１回団地の生活と住まいアンケート」によれば、世帯主の高齢化が一段と進

み、６５歳以上の方が６８．４％、世帯の収入源も「年金だけ」の世帯が 

４６．３％、収入２００万円未満の世帯が３４．１％となっており、多くの世

帯が公営住宅入居基準の収入層となっていることが明らかになっている。 

 ところが、公団住宅の家賃は「個別原価主義から市場家賃へ」と変更され、

家賃の値上げが繰り返された結果、近隣住宅と同水準の家賃を上回る高家賃と

なり、「空き家」が目立つ状態になっている。このままでは、継続居住が不可

能となる世帯が増加することになり、本市の住宅政策にも重大な影響を与える

ことになる。現に、市内でも様々な要素から急に空き家が増えた団地は、高家

賃で入居者もいないことから「集約対象団地」に指定され、一部集約が進めら

れている。 

 これまで公団住宅の居住者は、地域の子供や子育て世代、高齢者等、全ての

世代が安心して生活できるよう環境を整備し、文化を育み、良好なコミュニテ

ィを形成してきた。その居住者の一番の不安は、住み慣れた公団住宅に住み続

けたいと思っていても、家賃の値上げや収入の減少により家賃が払えなくなる

ことである。 

 公団住宅は国の管理下にあり、公営住宅の役割を担っていることから、本市

議会は国に対し、公団住宅の居住者が、住み慣れた公団住宅に安心して住み続

けられるようにするため、下記の措置を講じるよう求めるものである。 

記  

１  公団住宅の家賃を居住者の収入に応じた支払可能な家賃制度とすること。  

２ 都市再生機構法第２５条第４項の家賃減免規定を家賃支払困難者に適用す

ること。  

３  「セーフティネット法」の受皿として公団住宅の機能を充実させること。  

４ 公団住宅のバリアフリー化を促進し、地域包括ケアシステムで居住環境の

充実を図ること。  



以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 

平成３０年９月２６日  

 

八  千  代  市  議  会    
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 内  閣  総  理  大  臣  様  

 国 土 交 通 大 臣  様  

 


